
鋼製ペ ール の性 能試 験 及び安 全性 能に 関す る 基準に 係る 細目 基準  

     平成  ４ 年 ７月  １ 日  制 定  

一部改 正  平成 10 年７月 13 日  

最終改 正  令和  ４ 年 12 月  １日  

 

第１  目的  

 この 細目 基準 は、 鋼 製ペー ルの 性能 試験 及 び安全 性能 に関 する 基 準（ 平 成 4 年 7

月 1 日制定 。以 下「 安 全性能 基準 」という 。）第 ６に 基づ き 、鋼製 ペ ールの 試験 確認

を実施 する にあ たり 必 要な基 準の 細部 事項 に ついて 定め るこ とを 目 的とす る。  

 

第２  用語 の定 義  

 この 細目 基準 で用 い る用語 の 定 義は 、運 搬 容器の 試験 確認 に係 る 業務規 程（ 以下

｢業務規 程」と いう 。） に 定め ると ころ に よ る 。  

 

第３  代表 缶の 選定  

 安 全性 能基 準 第４ に 定め る 設 計仕 様 の 差 異 が軽 微で 性能 試 験の 結 果に 影響 しな い

と協 会が 認め る 場合 と は次 の場 合を い い、 性 能試 験は それ ぞ れの 定 めに 従い 実施 す

る。  

１  安 全性 能基 準、別 記１（ 以下、第３ にお いて「 別記１ 」と いう 。）の 内容 が全 て

同じで 、口 栓の 厚さ以 外の形 状が 相似 形で あ る場合 （口 栓の 厚さが 同じも のに 限

る。）  

  性 能試 験は 、最 も 面積の 大き な口 栓を 有 するも のに つい て行 う 。  

２  １ にか かわ らず、 積み重 ね 試 験に つい て は 別記 １の 内容 のう ち 寸法の 高さ のみ

が異な る場 合（ 口栓 の 形状は 考慮 しな い。）  

  積 み重 ね試 験は、安全性 能基 準、第 ５、５ (2)ウに 定め る計算 結果が、最も 重く

なるも のに つい て行 う 。  

３  別 記１ の内 容の う ち寸法 の高 さの みが 異 なり、 かつ 、口 栓の厚 さ以外 の形 状が

相似形 であ って、 寸法 の高さ が最 も高 いも の が口栓 の面 積も 最も 大 きくな る場 合  

  性 能試 験は 、寸 法 の高さ が最 も高 く、 か つ、口 栓の 面積 が最 も 大きい もの につ

いて行 う。  

 

第４  性能 試験 基準  

１  落 下試 験  

(1) 液体 を収 納 す る天 板取 外 し 式の 鋼 製ペ ー ル に つ い ては 、 内圧 と 外圧 が 平 衡に

達する 前に 合否 を判 定 する。  

(2) 確認 工場 で 全 数気 密試 験 を 実施 し てい る 鋼製 ペ ー ル （ 天 板取 外 し式 の も のに

限る 。）に つい ては、第４類 の危 険物（ 引火 点が 60 ℃以上 のも の 又は危 険物 の



規制に 関す る技 術上 の 基準の 細目 を定 める 告 示（平 成元 年３ 月自治 省告示 第 37

号）附則 第２ 条第 ６項 の適用 を受 ける もの に 限る 。）を収 納す るも のに限 り 、当

分 の 間 、 安 全 性 能 基 準 等 第 ５ 、 ２ (2)エ(ｱ)の 表 中 、 第 １ 回 落 下 は 底 面 を 衝 撃 点

とする よう に対 面落 下 させ、 第２ 回落 下は 省 略する こと がで きる 。  

２  気 密試 験  

(1) 加圧 の方 法 は 、鋼 製ペ ー ル の内 部 に空 気 圧力 を 加 える ほ か、 確 実に 漏 れ を発

見でき ると 認め られ る 場合に 限り 、鋼 製ペ ー ルの内 部の 空気 を排 除 （負圧 ）す

る方法 とす るこ とが で きる。  

(2) 空気圧力 を加 え 圧 力計を 用い て判 定す る 場合 の 試験 の方 法 は 、 次によ る。  

ア  圧 力計  

 圧力 計は 、最 小目 盛 が試験 圧力 の５ ％以 下 であり 、こ れを 読み 取 ることが

できる 精度 のも ので あ ること 。  

イ  加 圧の 方法  

 圧力 計を 監視 しな が ら加圧 装置 によ り空 気 を供試 品に 注入 し、 安 全性能基

準第５ 、３(3)に定 める 試験圧 力以 上ま で加 圧 し、容器 の膨張 等に よ る圧力 変

動が収 まっ た後 に試 験 圧力を 設定 する 。  

ウ  判 定方 法  

 10 分間 の静置 時間 をおい たと き、圧 力の 降下が 試験 圧力 の５ ％ 以内の 場合

は、合 格と する 。  

(3) 空気 圧力 を 加 える ため の ジ グを 取 り付 け る等 で 加 工し た ふた 類 を使 用 し た場

合で当 該加 工し たふ た 類から 漏れ があ る と き は、鋼 製ペ ール の天 板 の開口 部に

欠陥の ある 場合 を除 き 、当該 加工 した ふた 類 を交換 し再 度試 験を 行 うこと がで

きる。  

３  内 圧（ 水圧 ）試 験  

  水 圧 力 を 加 え る た め の ジ グ を 取 り 付 け る 等 で 加 工 し た ふ た 類 を 使 用 し た 場 合

で当該 加工 した ふた 類 から漏 れが ある とき は 、鋼製 ペー ルの天 板の 開口部 に欠 陥

の あ る 場 合 を 除 き 、 当 該 加 工 し た ふ た 類 を 交 換 し 再 度 試 験 を 行 う こ と が で き る 。 

 

 

   附  則（ 平成 ４ 年７月 １日 制定 ）  

 この 基準 は、 平成 ４ 年７月 １日 から 実施 す る。  

   附  則（ 平成 10 年７月 13 日一 部改 正）  

 この 基準 は、 平成 11 年 10 月１ 日か ら実 施する 。  

   附  則（ 令和 ４ 年 12 月１日 一部 改正 ）  

 この 細目 基準 は、 令 和５年 4 月 1 日から 実 施する 。  

 


